
1 序論 
1-1 研究の背景 
 新型コロナウィルス（SARS-CoV-2）及びその感染症

（COVID-19）の世界的流行は、わが国の生活様態にも多

大な影響を及ぼした。政府は 2020年 4月 7日に東京都市

圏 1都 4県及び大阪府、兵庫県、福岡県の 7府県に、 

4月 16日には国内全域に対し緊急事態宣言を発令 1）、の

ちに感染者数の推移に伴い、段階的に緊急事態宣言が解

除され、現在に至っている。 

 緊急事態宣言の主旨は、外出自粛及び店舗休業の要請

等の措置であり 1）、これにより日常の生活行動の内容や

圏域に大きな制約が生じることとなった。一方で商業イ

ンフラや地理的環境等が大きく異なる農山漁村地域では、

都市地域とは違うかたちの生活行動の変化の容態がみら

れると考えられる。 

住民の生活行動の内容や圏域は、各人の持つ社会関係

や領域感覚と密接な関係にあることが予想される。

COVID-19対策に伴う緊急事態宣言の発令、及びその解 

除に至るまでの緊張感を持った生活行動の実態把握は、

当該地域に住まう人間の社会関係や領域感覚に迫る為の

重要な知見を提供すると考えられる。 

1-2 研究の目的 

以上を踏まえ本稿は、東日本大震災の被災地で復興支

援活動を通して関係性が構築できており、調査受け入れ

を許可して頂けた宮城県気仙沼市大沢地区を対象に、緊

急事態宣言前後の生活行動の変化の把握、及びその比較

分析を通した住民の社会関係及び領域感覚に関する考察

を試みる。具体的には、両者の 1）緊急事態宣言中にお

ける生活行動の特徴と傾向、2）緊急事態宣言解除後の生

活行動の再開の状況を明らかにした上で、生活行動の根

底にある領域感覚について言及する。 

また生活行動については変化が生じにくい行動（通院

など）と変化が生じやすい行動（外食など）があること

は想定されるが、本稿では基礎調査として生活行動範囲

と行動量に着目し、分析をおこなう。 
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1-3 研究の方法 

本稿に係る調査の概要を表 1に示す。はじめに次章で

は、対象地の概要及び分析の枠組みを整理する。次に 3

章では緊急事態宣言中の、4 章では緊急事態宣言解除後

の生活行動の実態とその傾向を把握する。5章では3章、

4 章で得られた知見を元にケーススタディとして類型化

をはかる。最後に 6章で、本稿で明らかになったことを

まとめ、対象地の実態把握を通した生活行動の領域感覚

について言及を行い、結びとする。 

 

1-4 研究の位置づけ 

農山漁村地域における生活行動による圏域に関する研

究は、買い物弱者を対象としたものを中心に一定の蓄積

がある 2）。とりわけ東日本大震災被災地においての恒久

住宅への移行期の買い物行動に焦点を当てた松田らの研

究 3）は、主たる目的は買い物支援策への提言であるが、

非常時の生活行動に着目している点において、本稿と同

様の視点を有している。また住民の認知によって形作ら

れる圏域に関する研究は、根來、大内らによる一連の研

究 4、5）がある。一方で住民同士の社会関係を視野に入れ

た生活行動、及びそれによる領域を追った研究は蓄積に

乏しく、十分な議論が行われていない。 

本稿は COVID-19 対策下において顕在化したと考えら

れる農山漁村地域の住民の持つ領域感覚の把握を社会関

係及び生活行動の両面から試みる点に特徴を有する。 

 
2 対象地の概要及び分析の枠組み 

2-1 対象地の選定 

 本稿では、宮城県気仙沼市大沢地区を対象地として研

究をおこなう。COVIT-19対策下において現地調査を受け

入れてもらえること、県をまたがずに移動できることが

今回の調査を実施する上での前提となった注１。加えて、

地区内に買い物拠点や病院などのサービス業が存在しな

いこと、地区内への人の出入りが少ないことが生活行動

の変容及び領域性を明らかにするうえで重要な要素であ

ると想定し、大沢地区を対象地として選定した。 

 また大沢地区は東日本大震災による被災を受けた地区

であり、居住地再建の際に防災集団移転促進事業によっ

て高台移転を実施していることから 2つの高台と震災以

前から残る住宅が混在した地区となっている（図１）。こ

うしたことから地区内においても領域が生まれ、行動が

変容している可能性があると想定されることは本対象地

の特徴でもある。加えて、東日本大震災を経験し、実際

に避難所生活を体験している住民が多く存在することか

ら COVIT-19 下において自然災害発生時の避難に関する

意見を得ることで、「密集」に関する意向を具体的に把握

することにも繋がると考えた。 

 

2-2 対象地の概要 

1）宮城県内における COVID-19対策の略歴 
 宮城県では 2月 29日に最初の COVID-19感染者（以
下、感染者）が仙台市で確認されたのち宮城県内各地の

自治体（気仙沼市、富谷市、名取市、多賀城市、大崎市、

七ヶ浜町、美里町、加美町、山元町）でも感染者が確認

された 6）。気仙沼市は 4月 5日に 1名感染者が確認され
たが、その後は確認されておらず、宮城県としても 5月
9日から 6月 17日までは新規感染者は 0が続いた。一

表１ 調査方法 

図１ 宮城県気仙沼市唐桑町大沢地区 

図 2 分析の枠組み 
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図 3 アンケート結果①、② 
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方、隣接する岩手県は感染者が 0の状態が続いていた７）。 
2）大沢地区の概要 
 宮城県気仙沼市大沢地区は、東日本大震災による被災

を受けた地区であり、被災前は186世帯636人だったが、
被災後 145世帯 460人（2014年 8月時点）となってい
る注 2。また、被災家屋の多くは高台移転によって 2か所
に分散移転しており、A地区は自力再建と公営住宅がま
とまり、B地区は自力再建のみとなっている（図 1）。こ
れに被災を免れた残存住宅が合わさって 1つの地区を形
成している。居住区による生活行動の差異にも着目し、

分析を行う。 
 
2-3 分析の枠組み 

本稿では、緊急事態宣言及びその解除に伴う生活行動

の変容を把握する為、時系列を緊急事態宣言前（2020
年 4月 15日までの期間。以下、宣言前）、緊急事態宣言
中（2020年 4月 16日から 5月 14日までの期間。以下、
宣言中）、緊急事態宣言解除後（2020年 5月 15日から
調査時現在までの期間。以下、解除後）の 3期間に分類
し、分析を進める（図 2）。 
宣言前と比した宣言中の生活行動の変容及び宣言中と

比した解除後の生活行動の変容を併せて図 3に整理した。 
 

3 緊急事態宣言前から宣言中にかけての大沢地区の生活

行動の変容 

本章では、緊急事態宣言前から宣言中にかけての生活

行動の変容について、その傾向と特徴を整理する（図 3 
：①）。 
 
3-1 生活の変化/地区の様子（図 3：①-0、1） 

 緊急事態宣言を境目に生活が変化したと回答（「かなり

変化した」「少し変化した」の和）したのは 20名（69%）
である。うち 17名は 60代以下であった。職場のテレワ
ーク化や短縮出勤、出張や懇親会の制限、学校の休校等

による影響が大きいことが推察される。 
一方で「あまり変化はない」と回答した 8名のうち 6
名が 70 代以上であり、過半数を占めた。就業就学のな
い高齢者は地区内での生活行動が中心であり、宣言中で

あっても生活への影響が少なかったと考えられる。 
同様に地区の様子は変化したかについては、「いつも

ほどの賑わいはなかった」と回答したのは 10名（36％）
に対して、いつもと変わらないと回答したのは 18 名
（64％）と過半数を占めている。 

 
3-2 地区内での生活行動（図 3：①-2、3） 

地区内での生活行動の変化についてみると、人と会う

行動（会話、遊び、会議等。以降同様）は「やや減った」

「かなり減った」の和、及び「変わらない」がそれぞれ

同じく 14名（48%）、人と会わない行動（畑作業、散歩
等。以降同様）は「やや減った」「かなり減った」の和が

9名（31%）、「変わらない」が 18名（62%）であった。
いずれも多くの住民が、宣言前後の地区内での生活に変

化を感じていない。 
自由回答をみると、人と会う活動が減少した要因とし

て、気仙沼市内で感染者が確認されたことにより、感染

者に関する憶測や噂話が地区内に広まり、住民の警戒が

強まったこと、自治会や子ども会等の地区内行事の中止

が相次ぎ、顔を合わせる機会が減ったこと等が挙げられ

ている。一方で友人同士の BBQ や子どもの誕生日会等
を開催した例もみられ、前述の回答割合も踏まえると、

地区内の生活行動にドラスティックな変化は生じていな

かったことが推察される。 
 

3-3 地区外での生活行動（図 3：①-4、5） 

地区外での生活行動の変化についてみると、人と会う

行動は「やや減った」「かなり減った」の和が 27名（93%）、
「変わらない」が 2名（7%）であった。人と会わない行
動は「やや減った」「かなり減った」の和が 26名（90%）、
「変わらない」が 3名（10%）であった。いずれも殆ど
の住民が生活行動を控えていることが分かる。 

2-1 で触れたように、県境付近に位置する大沢地区の
主たる生活圏は、県境をまたいだ岩手県陸前高田市であ

ったが、緊急事態宣言に伴の越境が制限されたこと、及

び岩手県内の感染者が 0名であったことから、買い物等
を県内（気仙沼市）で行わざるを得なかった例が自由回

答より確認された。都道府県単位で進められた

COVID-19対策が、越境を伴う生活圏に少なからざる影
響を及ぼしたことが窺える。 

 
4 緊急事態宣言中から解除後にかけての大沢地区の生活

行動の変容 

本章では、緊急事態宣言中から解除後にかけての生活

行動の変容とCOVIT-19を経験したことによる価値観の
変化について、その傾向と特徴を整理する（図 3：②、
図 4）。 
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4-1 地区の様子に対する心象（図 3：②-0、1） 

COVID-19 に対する意識は徐々に回復を見せており、
「平時に戻った」「緊急事態宣言中ほど気をつけていな

い」の和は 19 人（66％）となっている。また、地区内
の様子については、17人（59％）が「いつも通りに戻っ
た」とし、11人（38％）が「緊急事態宣言中より活発に
暮らしている」と回答している。 

4-2 地区内の生活行動（図 3：②-2、3） 

地区内での生活行動の変化についてみると、人と会う

行動は「少し増えた」が 9名（31%）、「変わらない」が
18名（62%）であった。人と会わない行動は「少し増え
た」が 6 名（21%）、「変わらない」が 21 名（72%）で
あった。前章で述べた通り、宣言中も地区内の生活行動

には大きな変化が生じなかったことを鑑みると、地区内

に関しては、多くの住民が日常通りの生活に戻りつつあ

ることが推察される。地区内に限っては、解除後はマス

クを使用しなくなっている旨の自由回答も多くみられた。 

4-3 地区外の生活行動（図 3：②-4、5、図 4：③-1） 

 地区外での生活行動の変化についてみると、人と会う

行動は「少し増えた」が 11 名（38%）、「変わらない」
が 16 名（55%）であった。人と会わない行動は「すご
く増えた」「少し増えた」の和が 12名（42%）、「変わら
ない」が 16名（55%）であった。市外への移動は 45％
が「少し増えた」と回答している。これは県をまたぐ移

動が解除されたことによって、生活圏である陸前高田市

への移動が出来るようになったことが大きい。 
以上のことから、緊急事態宣言の解除に伴い住民の意

識や行動が日常に近づいていることは分かるが、地区内

と地区外における行動を比較すると大きな差異がある。

地区が住民の意識や行動に変化をもたらす 1つの領域に
なっていると推察できる。 

4-4 安心感に寄与する地区特性と住民意識（図 4:③-3、

4） 

本地区は観光や仕事のために他地区から人が出入りす

ることの少ない場所である。地区内にある職場は浜仕事

だけであり、漁業従事者は地区住民を中心に旧町と隣接

する陸前高田市長部地区の住民のみである。また、2019
年には三陸自動車道が開通したことから、地区内を通過

する交通量は減少している。このように本地区にはもと

もと地区外の人が出入りすることの少ない地区である。 写真 2 地区内の様子 2（2020年 6月 13日撮影） 

写真 1 地区内の様子（2020年 6月 13日撮影） 

図 4 アンケート結果③ 
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自由回答を見ると子供や孫の帰省はさせておらず、他県

に出稼ぎに出ている家族に対しても地区に帰ってきても

らうかどうかを躊躇している、通販を積極的に利用する

ようにしており、住民が個別に親類も含めて地区外から

地区内に人を入れないように意識している。 
また緊急事態宣言中に発せられた 1つのキーワードで
ある「ステイホーム」をどのように認識しているか調査

したところ、「家」が 13名（46％）に対して、「地区内」
が 14名（50％）と最も多い結果となった注 2。 
自由回答を見ると安心感を有する範囲については段階

があり、市→地区→居住区分→家、地区→隣近所→家の

順に安心感が高まるとある。その他、地区内だと密にな

る状況が生まれにくいとの回答が多く、地区内は自然豊

かで開放感があるので感染しないように感じるとの回答

も見られた。このように、感染症対策として強く発せら

れている「密」という言葉が本地区では当てはまりにく

いという印象を抱きやすい環境であることも安心感に寄

与していることが分かる 8)。 
 

4-5 避難に関する意向（図 4：③-2） 

最後に緊急事態宣言中に避難を要する災害等が発生し

た場合を想定した際の意向についての結果を示す。自宅

待機が最も多く 16名（55％）、次いで避難所（地区住民
のみ）が 10名（35％）、避難所（地区外住民含む）が 2
名（7％）、避難所（同じ居住区分のみ）が 1 名（3％）
となった。地区内では安心感を持ち、人と会う行動も半

数程度は変わらず、ステイホーム≒地区と回答していた

が、避難する際は自宅待機が最も多くなった。このよう

な回答結果となった要因として、東日本大震災後に高台

移転によって避難しなければならない状況が想像しづら

いこと、そして実際に避難所生活を経験していることか

ら避難所≒密であることをきちんと認識しており、密に

なる場所には行きたくないという心理が働いたとされる。

実際に、地区住民にウィルスをうつすのも嫌だし、うつ

されるのも嫌との発言も見られた。 
以上のことから、地区内には多くの住民が安心感を有

していること分かったが、そこには疎であるか密である

かという要素が本地区の行動や意識を捉える際には重要

であることが窺える。 
 

5安心感を有する領域・状態別による類型化の試み 

4 章までの結果を踏まえて、生活行動と領域の関係性
について類型化をおこなう。また、同じ領域においても

状態が異なる場合においては生活行動や価値観が異なる

ことが明らかとなったため、領域と状態による類型化と

その特徴について考察を試みることで、集落の住民が有

している領域感覚と行動の関係性について考察する注 4。 
（１）地区外安心型 
（２）地区内安心型（疎） 
（３）地区内安心型（密） 
（４）家庭内安心型 
 
5-1 地区外安心型 

本類型は市内だと安心感を有している 2名が属してい
る。2 名とも会社から行動制限を受けており、緊急事態
宣言中の過ごし方はかなり変化したと回答している。ま

た、2 名とも市内勤務であり、1 名は避難の意向につい
ては「避難所（地区外住民含む）」と回答している。これ

は災害時においては地区内外の区分をすることは出来な

いという認識に紐づいている。2 名とも市内勤務である
ことから市内は安心と感じ取っているのではないかと想

定されるが、調査数が少ないため傾向は掴めない。 
 

5-2 地区内安心型（密） 

本類型は地区内に安心感を有し、避難の意向について

「避難所（地区内のみ）」と回答した 9名が属している。
本属性の特徴は、地区内の行動についても人と会う行動

が「変わらない」6名（67％）、人と会わない行動が「変
わらない」7 名（78％）に対して、地区外の行動につい
ては全員が「かなり減った」「減った」と回答している。

しかし、緊急事態宣言中の過ごし方は「あまり変化はな

い」と 5名（56％）が回答していることから、地区内に
おける行動が主の行動として認識している傾向があると

推察される。 
 

5-3 地区内安心型（疎） 

 本類型は、地区内に安心感を有しているが、避難の意

向について「自宅待機」と回答した 9 名が属している。
本類型の特徴は、緊急事態宣言中の過ごし方が「かなり

変化した」、「少し変化した」との回答が 7名（78％）と
割合が高い。地区内の行動についても人と会う行動は「少

し減った」「かなり減った」と回答したのは 5名（56％）
に対して、人と会わない行動は「少し減った」「かなり減

った」と回答したのは 3名（33％）となっている。こう
したことから、地区内の行動自体も地域内安心型（密）

と比べて減少しており、人と会う行動には慎重になる傾

住宅系研究報告会論文集 15　日本建築学会　2020.12

− 88 −



向があると推察される。 
 
5-4 家庭内安心型 

 本類型は、家の中に安心感を有しており、避難の意向

について「自宅待機」と回答した 6名が属している。本
類型の特徴は、10代が 5名となっている点である。緊急
事態宣言中の過ごし方は 5名（83％）が「かなり変化し
た」「少し変化した」と回答し、地区内の人と会う行動に

ついては 4名（67％）が「少し減った」「かなり減った」、
地区内の行動については 5 名（83％）が「少し減った」
「かなり減った」と回答している。緊急事態宣言解除後

は地区内の行動は 4名（67％）が「やや増えた」となっ
ており、行動の変容は地区内安心型（疎）と近い。なぜ

家の中が安心だと考えるかについてヒアリングしたとこ

ろ、テレビや学校の先生の発言を信じるからとの回答を

得た。10 代であれば、上の世代との交流もまだ乏しく、
テレビや学校の先生の発言の優先順位が高くなるため、

このような傾向になったと推察される。 
 
6 結論 

 本稿では、大沢地区を対象にCOVID-19下における生
活行動の変容を明らかにした。特に重要な事項としては、

COVID-19の流行により多くの住民は生活が変化したと
しているが、地区内と地区外では変容具合が大きく異な

ることが明らかとなった。地区内では、緊急事態宣言中

においても生活が変わらないと半数程度の人が答えてお

り、緊急事態宣言が解除されてからは 60％以上が日常に
近い暮らしになっている。地区内の生活の変化が小さく

なった要因としては、2 つ想定され、1 つは地区内に地
区外の人が出入りしない/させないようにすることで、不
特定多数の人と接触しないようにしていたこと、もう 1
つは地区内では「密」になりづらい状況であることであ

る。1つは、領域性に関することであり、もう 1つは状
態に関することである。以上のことから、本地区では不

特定多数が入らず、密にならない安全領域をある程度確

保できていることによって、安全領域内の行動の自由度

が高くなっていると考えられる。 
 本稿では、1 地区を対象に基礎的な調査に留まってい
るが、パンデミック下における日常生活の自由度を高め

るための要素を浮かび上がらせた。今後は他地区との比

較やテーマを絞っての調査を実施することで計画手法と

して発展させることを目指す。 
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注釈 

注 1)COVIT-19 対策として GW 中の県をまたぐ移動について制限が 2020

年 4月 22日に専門家会議で提言され、緊急事態宣言が発令された

ことに伴い、2020年 5月 25日まで多くの都道府県で制限が継続し

た。その後は徐々に県をまたぐ移動の制限は緩和されていったが、

住民の心情等もあり積極的に県をまたぐことのできない状況下で

あった。また、感染者がほとんど出ていない地域では、感染者が発

生している地域からの来訪を快く思わない人も多く、慎重に調査を

実施することが求められていたことが対象地の選定に大きく影響

を及ぼした。 

注 2)気仙沼市提供報告書及び自治会資料より算出 

注 3)ステイホームという言葉をどのように受け止めていたかという質

問方法については、例えば自宅にいないといけないと思っていたの

か、地区内にいればいいと思っていたのかなどの例を出して、意見

を伺った。 

注 4）領域と状態を合わせて生活行動及び意識に変化が見られたものを

類型化した。地区外安心型は地区外（市内）でも安心感を得ること

が出来ると回答した人、地区内安心型（疎）は地区内であれば安心

感を得ることが出来ると回答したが、避難所などの密な場所には行

きたくない（自宅待機）と回答した人、地区内安心型（密）は地区

内の住民だけであれば避難所も含めて安心できると回答した人、家

庭内安心型は家の中に安心感を得ており、避難時においても自宅待

機と回答した人を示している。 
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